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 平成27年11月19日 

各  位 
上場会社名      パラカ株式会社 
代表者        代表取締役 内藤 亨 
(コード番号 4809) 
問合せ先責任者  取締役管理部長 間嶋 正明
(ＴＥＬ 03-6230-2300)  

 

内部統制システム構築の基本方針の一部改定について 

 

当社は、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を

改正する省令」（平成27年法務省令第６号）が平成27年５月１日に施行されたことを踏まえ、平成27

年11月19日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針の一部改定を決議いたしまし

たので、お知らせいたします。 

なお、改定部分は下線部となります。 

 

記 

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確

保するための体制 

 ① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ．取締役及び使用人が法令を遵守することはもとより、定款を遵守し、社会規範を尊重し、

企業理念に則った行動をとるため、「パラカ株式会社行動規範」（以下、行動規範）を定め、

周知徹底を図る。 

ロ．コンプライアンスの徹底を図るため、代表取締役は、基本的な方針について宣言するとと

もに、内部統制・コンプライアンス担当執行役員をコンプライアンス全体に関する総括責

任者として任命し、コンプライアンス体制の構築・維持・整備にあたる。監査役及び内部

監査担当は連携し、コンプライアンス体制の状況を調査する。これらの活動は取締役会及

び監査役会に報告されるものとする。 

ハ．法令違反の疑義ある行為等について、使用人が通報できる社外の弁護士・専門家を窓口と

する内部通報制度を整備するとともに、通報者に不利益がないことを確保する。 

  

 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に従い、文書または電磁的媒体（以

下「文書等」という）に記録し保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧で

きるもの とする。 

  

 ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

イ．当社のリスク管理を体系的に定める「リスク管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管

理体制の構築及び運用を行う。 

ロ．組織横断的なリスク管理については内部統制・コンプライアンス担当執行役員が行い、各

部署所管業務に付随するリスク管理は担当部署が行うこととする。また、内部監査担当は

各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役に報告する。 

  

 ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

イ．経営の適正性、健全性を確保し、業務執行の効率化を図るため、経営の意思決定・監督機

関としての取締役会の機能とその意思決定に基づく業務執行機能を明確にする。双方の機
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能を強化するために、執行役員制度を採用し、同制度の維持・充実を図る。 

ロ．中長期経営戦略を策定し、全社で意思統一する。経営戦略を企業全体で共有し、強固なも

のにするために、定期的に経営戦略会議を開催し、企業の存続・発展を図る。 

ハ．中期経営方針を立案し、社内で共有する。そして単年度予算を立案し、全社的な数値目標

を設定する。その達成に向けて、取締役会、執行役員会及びすべての管理職が出席する会

議（社内呼称：管理職会議）にて、具体策の立案及び進捗管理を行う。 

ニ．取締役の職務の執行については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」において、それぞれの

責任者の職務内容及び責任を定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。 

 

⑤ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する

事項 

監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、当該使用

人の任命・異動・評価・懲戒については、監査役会の意見を尊重し、決定する。 

  

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

イ．取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実が発生したとき、取締役

及び使用人による法令違反の疑義ある行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきと

定めた事実が生じたときは、速やかに監査役に報告する。なお、前記に関わらず、監査役

は必要に応じて、取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。 

ロ．監査役は、代表取締役との定期的な意見交換会を設けるほか、会計監査人、内部統制・コ

ンプライアンス担当執行役員、内部監査担当と相互連携し、監査の実効性を確保する。 

   

 ⑦ 監査役へ報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体

制 

当社は、⑥に記載されている体制を利用して監査役へ報告を行った者に対し、当該報告を行っ

たことを理由として不利な取り扱いを受けないよう適切な処置を講ずるものとする。 

    

 ⑧ 監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役が、その職務の執行を行うことによって発生した費用又は債務は、会社法第 388 条の規

定に基づき、当社は当該費用又は債務を処理するものとする。 

 

 ⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するとともに、業務執行に係る重要な書類の閲

覧を行い、必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。また、会計監査

人から監査内容について報告を受けることができる。 

  

 ⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制 

財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な

提出に向け、内部統制システムの構築を行う。また、その体制が適正に機能することを継続的

に評価し、必要な是正を行うこととする。 

  

 ⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

社会的秩序や健全な企業活動を阻害する恐れのある反社会的勢力とは一切関係を持たない。ま

た、反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度で対応する。 

 

 

以 上 


